
あつぎＳＤＧｓパートナー登録ロゴの使用に関する取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、あつぎＳＤＧｓパートナー登録ロゴ（以下「ロゴ」という。）の使

用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（権利の帰属） 

第２条 ロゴに関する一切の権利は、市に帰属するものとする。 

（取扱いの原則） 

第３条 ロゴは、市を象徴するものであるため、市の尊厳を損なうことのないよう、適

正かつ慎重に取り扱うものとする。 

（使用基準） 

第４条 ロゴは、あつぎＳＤＧｓパートナーに登録された企業、団体、教育機関、その

他市長が認めた者のみが使用することができるものとする。 

（使用申請） 

第５条 ロゴを使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、ロゴ使用承認申請書

（第１号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（使用承認等） 

第６条 市長は、ロゴの使用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認

するものとする。 

 (1) 公序良俗に反するとき。 

 (2) ロゴの品位を損なうおそれがあるとき。 

 (3) 個人又は団体の標示と混同されるおそれがあるとき。 

 (4) 政治、選挙又は宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に関与するおそれがある

とき。 

 (5) 市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するおそれがあるとき。 

 (6) その他承認することが不適当と認められるとき。 

２ 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、前項の規定に

より使用を承認するときは、ロゴ使用（変更）承認通知書（第２号様式。以下「使用

（変更）承認通知書」という。）により申請者に通知するものとする。この場合におい

て、市長は、使用条件を付することができる。 

３ 市長は、第１項各号のいずれかに該当することにより、使用を承認することが不適

当と認めたときは、ロゴ使用（変更）不承認通知書（第３号様式。以下「使用（変更）

不承認通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 

（承認内容の変更） 

第７条 前条の規定により使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）が承認され

た内容を変更しようとするときは、ロゴ使用変更承認申請書（第４号様式）を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、変更を承認す

るときは、使用（変更）承認通知書により使用者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による審査の結果、変更を承認しないときは、使用（変更）不

承認通知書により使用者に通知するものとする。 



（使用承認の取消し） 

第８条 市長は、使用者がロゴの使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、

第６条の規定による承認を取り消すことができる。 

(1) この要綱に違反したとき。 

(2) 虚偽の申請により承認を受けたとき。 

(3) 承認の際に付した使用条件に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消すときは、ロゴ使用承認取消通知書

（第５号様式。以下「使用承認取消通知書」という。）により使用者に通知するものと

する。 

３ 第１項の規定により使用の承認を取り消された者は、使用承認取消通知書により通

知があった日以降、ロゴを使用してはならない。 

４ 市長は、第１項の規定により使用の承認を取り消したときは、使用者に対し、当該

使用物件の回収を求めることができる。 

５ 第１項の規定により使用の承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じて

も、市はその責めを負わない。 

（責任の制限） 

第９条 使用者がロゴの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合であっ

ても、市は損害賠償、損害補償その他の法律上の責任を一切負わない。 

（庶務） 

第 10条 ロゴの使用承認に係る手続は、企画政策主管課において行うものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年９月 25日から施行する。 

  


